
市立枚方宿鍵屋資料館指定候補者選定結果について 

 

市立枚方宿鍵屋資料館指定候補者の選定について、市立枚方宿鍵屋資料館指定管理者選定

委員会に諮り、慎重な調査・審議を経て、下記の通り指定候補者を選定しました。 

今回選定した指定候補者については、指定候補者を指定管理者とする議案を９月の市議会

へ提出する予定です。なお、期間は平成２１年４月１日から３年間で、枚方市教育委員会と

締結する協定に基づき当該施設の管理運営を行います。 
 

記 

 

１．市立枚方宿鍵屋資料館指定管理者選定委員会 

    会 長   本 多 重 夫 弁護士 

    副会長   大 森 布実子 税理士 

    委 員   髙 井 輝 雄 (財)やわた市民文化事業団理事長 

    委 員   前 田 洋 子 大阪市立大学非常勤講師 

    委 員   奥 西 正 博 市民安全部長 

    委 員   藤 澤 秀 治 福祉部長 

 

２．指定候補者となる団体 

所 在 地   枚方市堤町１０－２７ 

団 体 名 称   特定非営利活動法人 枚方文化観光協会 

代表者の氏名   理事長 村田清司 
 

３．指定管理期間 

    平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日（３年間） 

 

４．選定委員会開催日 

回 数 期   日 内   容 

第１回 

 

平成20年7月18日（金）

 

会長・副会長の選任・委員会の公開等の決定・指定要項

等の決定。 

第２回 

 

平成20年7月23日（水）

 

申請団体による事業計画等のプレゼンテーションの実

施。指定候補者の選定について調査・審議。 

 

５．選定の概況について 

市立枚方宿鍵屋資料館については、公募を行わず、枚方宿・歴史街道ゾーン全体の賑わい

づくりに欠かすことのできない極めて重要な役割を果たしていることから、現指定管理者で

ある特定非営利活動法人枚方文化観光協会を指定候補者として特定して、市立枚方宿鍵屋資

料館指定管理者選定委員会に諮問しました。 

委員会では、特定非営利活動法人枚方文化観光協会について、指定要項に掲げた申請者

資格及び市立枚方宿鍵屋資料館選定基準等の確認事項をすべて満たしていること、事業計

画書の提案内容、これまでの管理運営実績等を総合的に判断した結果、要望事項を付記し、

委員６人の合議により、全会一致で特定非営利活動法人枚方文化観光協会を指定候補者と

して選定する旨が答申されたものです。 



 

６．参考（指定管理料の額等） 

本施設に関しては、指定管理料（市から指定管理

者への委託料の支払い）と、利用料金制をあわせて

適用します。通常、利用料金制は、施設の利用料金

を指定管理者の収入とし、指定管理者は、その額を

もって施設の管理運営を代行するものですが、本施

設においては、利用料収入の額だけで管理運営コストを賄いきれないことから、指定管理料

と併用するものです。 

 

年  度 指定管理料の額 

平成 21 年度 18,387,800 円

平成 22 年度 17,841,200 円

平成 23 年度 18,150,000 円

合  計 54,379,000 円


